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2023 年 5 月 23 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ブレインパッド 

代表者名 代表取締役社長 執行役員 CEO

   高橋 隆史 

（コード番号：3655 東証プライム） 

問合せ先  取締役 執行役員 CFO 石川 耕 

（TEL．03-6721-7701） 

 

新執行役員体制および委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年 5 月 23 日開催の取締役会において、新執行役員体制および委任型執行役員

制度の導入について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．新執行役員体制（2023 年 7 月 1 日付） 

 

新役職 

（2023 年 7 月 1 日付） 

氏名 担当 現役職 

委任型執行役員 

代表取締役社長 

社長執行役員 CEO 

関口 朋宏 － 取締役 執行役員 CGO 

プロダクト事業統括 

事業開発 

取締役 

常務執行役員 CFO 

（Chief Financial Officer） 

石川 耕 － 取締役 執行役員 CFO 

アナリティクスサービス推進 

常務執行役員 COO 

（Chief Operating Officer） 

西村 順 アカウントユニット統括 執行役員 

プロフェッショナルサービス

事業統括 

ビジネス統括本部長 

常務執行役員 CSO 

（Chief Solutions Officer） 

安良岡 史行 ソリューションユニット統括 データエンジニアリング本部

長 

上席執行役員 

 

山崎 清仁 XaaS 担当 執行役員 

プロダクト事業 CTO 

雇用型執行役員 

執行役員 藤掛 真太郎 コンシューマーインダストリー 

担当 

ビジネス統括本部 

データビジネス開発部 

ディレクター 

執行役員 富樫 尚人 セールス＆マーケティング、 

エンタープライズ担当 

エグゼクティブ・アドバイザー 

ビジネス統括本部 

副本部長 営業統括 

執行役員 神野 雅彦 フィナンシャルインダストリー 

担当 

執行役員 

内製化サービス推進 
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執行役員 紺谷 幸弘 ソリューションユニット副統括 アナリティクス本部 

アナリティクスサービス部長 

執行役員 押川 幹樹 アナリティクスコンサルティ  

ング担当 

ビジネス統括本部 

データビジネス開発部 

ディレクター 

執行役員 佐藤 洋行 トランスフォーメーション担当 株式会社電通クロスブレイン 

取締役 執行役員 CMO 

執行役員 萩原 匡勝 事業企画・管理担当 執行役員 

SI サービス推進 

執行役員 CMO 

（Chief Marketing Officer） 

近藤 嘉恒 － 執行役員 CMO 

マーケティング本部長 

執行役員 CAO 

（Chief Administrative  

Officer） 

猪鼻 聡 コーポレートユニット統括 執行役員 CAO 

コーポレート本部長 

人事本部長 

執行役員 新木 菜月 

（ビジネスネーム：

藤本） 

IR/ESG 担当 

コーポレートユニット副統括 

執行役員 

ESG 推進 

 

※2023 年 9 月下旬に開催予定の第 20 回定時株主総会に付議する取締役候補者につきまして

は、2023 年 7 月下旬に内定のうえ公表する予定です。 

※代表取締役の異動については、2023 年 3 月 28 日公表の「代表取締役の異動に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 

2．委任型執行役員制度の導入について 

 

（1）委任型執行役員制度の導入目的 

当社は、本年 7 月 1 日付での経営方針と経営体制の転換(*)にあたり、より機動的な意思  

決定に基づく業務執行と結果責任の明確化、ガバナンスの強化および当社の従業員以外 

からも執行役員を選任できるようにすること等を目的として、現在の雇用型の執行役員 

制度に加え、委任型の執行役員制度を導入することといたしました。 

 

（2）委任型執行役員制度の導入時期 

  2023 年 7 月 1 日 

 

（3）本件をふまえた 2023 年 7 月 1 日以降の執行役員制度の概要 

・執行役員は、委任型と雇用型を併用する。 

・執行役員の上位職として上席執行役員を設置する。上席執行役員は委任型とし、取締役に

次いで経営の責任を負う。上席執行役員の中から、社長執行役員、副社長執行役員、専務

執行役員、常務執行役員等を定めることができる。 

・委任型執行役員、雇用型執行役員ともに、その選解任は、指名報酬委員会からの答申を  

受け、取締役会で決議するものとする。 

・取締役は、委任型執行役員、雇用型執行役員を兼務できるものとする。 

・委任型執行役員、雇用型執行役員の任期は、取締役に準じて原則 1 年とし、再任を妨げ 

ないものとする。 

 

(*) 2023 年 5 月 12 日公表の「中期経営計画（2024 年 6 月期～2026 年 6 月期）の策定に関する 

お知らせ」をご参照ください。 

以上 


